
はじめに

本稿は、平成30年1月に奈良文化財研究所が岡山
県で開催した「報告書データベース作成に関する説
明会」において、岡山県における発掘調査報告書の
デジタル化について発表した内容を主にし、報告書
以外の発掘調査に関する主要な情報である写真フィ
ルムのデジタル化について付加したものである。

昨今のデジタル技術の飛躍的な進歩は、従来アナ
ログによって記録されてきた各種の情報を一気に変
革させた。近年、埋蔵文化財行政に関しても文化庁
がデジタル技術導入についての報告を 3 冊まとめ、
指針を示したところである 1）。こうした中、今更な
がらではあるが、一地方における埋蔵文化財情報の
デジタル化の経緯を記録として残すことも、今後の
埋蔵文化財保護行政に何らかの参考になればと考え
るものである。

1．発掘調査報告書のデジタル化と公開

（1）現状
岡山県では、昭和59年に公立埋蔵文化財センター

として岡山県古代吉備文化財センターが開所され
た。開所以前に県教育委員会が実施した調査の出土
遺物、写真、調査原図など各種埋蔵文化財関係資料
は古代吉備文化財センターが引き継ぎ、収蔵管理し
ている。県が刊行した最も古い発掘調査報告書は昭
和 47 年に刊行した山陽新幹線建設に伴うものであ

り、以降令和元年度末までに252冊を刊行している。
これら報告書全冊と『紀要』、定期刊行冊子『所報
吉備』のほか、各種広報パンフレットなどの印刷物
を古代吉備文化財センターHP 上の「デジタル図書
室」と岡山県立図書館の「デジタル岡山大百科」に
てPDF形式の電子書籍として公開している（図1・
2）。なお、奈良文化財研究所の「全国遺跡報告総覧」
上では、登録作業の関係で、現在発掘調査報告書246
冊が公開されている。
（2）発掘調査報告書デジタル化の契機

そもそも、発掘調査報告書をデジタル化し、公開
した契機は、平成10年度から5か年で実施した県内
遺跡詳細分布調査事業に遡る。この分布調査を計画
し実施する中で、その成果を遺跡地図という印刷刊
行物以外の手法で情報発信することができないか検
討を図った。特に、この検討課題には、埋蔵文化財
保護行政として、年々更新される遺跡（埋蔵文化財
包蔵地）情報を公開する必要がありながら、その都
度、遺跡地図の改訂版を印刷刊行できないことのデ
メリットを解消することにもあった。

そして、遺跡地図情報とともに過去の発掘調査に
よって得られた各種の情報、例えば遺構や出土遺物
の情報、遺物収蔵管理に関する情報、保護法に基
づく各種の届出・通知の情報を統合しGISを用いた
データベースを構築する「埋蔵文化財統合データ
ベース」構想が立案された。この構想で、行政とし
てどのような情報を一般公開すべきなのか、また技
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術的に公開可能かどうか検討し、遺跡（埋蔵文化財
包蔵地）情報とともに、埋蔵文化財保護行政の根幹
の一つをなす記録保存調査の最終形態である発掘調
査報告書のインターネット公開を構想のもう一つの

軸に据えた。これは、発掘報告書の印刷部数には限
りがあることから、配付先が限定され、情報を必要
とする人に広く行き渡らない、また紙媒体であるた
め、使用状況や保管状態による劣化、災害によって

図１　岡山県立図書館デジタル岡山大百科での報告書公開

図２　岡山県古代吉備文化財センターＨＰでの報告書公開
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失われる恐れ等々、これらの問題の解決を図るため
であり、発掘調査報告書の電子データを作成し保存
するとともに、インターネット公開することが必要
と考えられた。
（3）発掘調査報告書の電子データ化と公開の経緯

平成 13 年度に発掘調査報告書の電子データ化に
あたって、解像度を含めどのような仕様が適切かを
検討し、またその必要経費を積算するため、試験的
に報告書印刷時にPDFファイルを作成した。その結
果に基づき仕様を定め、翌平成14年度以降の印刷刊
行物については刊行時に PDF ファイルを作成する
ことになった。これ以降、岡山県が作成した発掘調
査報告書のPDFファイルの仕様は、テキスト埋め込
み、しおり作成、写真ページは400dpi、図面ページ
1200dpi、文章ページ300dpiであった 2）。なお、同年
に予算上の問題で OCR 処理はできなかったが、ス
キャニングによって既刊報告書 12 冊を業者委託で
PDFファイル化を行った。

一方、前述した GIS を用いた「埋蔵文化財統合
データベース」については、古代吉備文化財セン
ター単独で構築し、公開サーバーを運営する企画で
あったが、公開システムの構築、公開サーバーの保
守運営等の予算上の目処が立たず、計画そのものが
一時暗礁に乗り上げた。方策を模索していた中、県
全体で「全県統合型 GIS」システム構築が本格的に
検討され始めたことから、デジタル報告書を含め、
遺跡地図情報をこのシステム上で公開することにし
た 3）。しかしながら、「全県統合型 GIS」サーバー上
に発掘調査報告書の電子ファイルを格納することが

「全県統合型GIS」の共通システム仕様上の問題から
困難とされたことから、発掘調査報告書のインター
ネット公開については、再び暗礁に乗り上げた。

岡山県では、同じこの頃、新県立図書館建設計画
が進み、平成 16 年にオープンが決まっていた。こ
の新県立図書館ではデジタル岡山大百科として、郷
土資料を電子データ化し、インターネット公開する
計画があり、発掘調査報告書も郷土資料の一つとし
て、県立図書館のサーバーに格納し、公開すること

となった。古代吉備文化財センターは、図書館の仕
様に沿ったデータを提供、登録することにより、こ
こでようやく、発掘調査報告書のインターネット公
開の目処が立ったのである。

次の課題は、インターネット公開する既刊報告書
をデジタル化するための予算をどうするかである。
これについては、通常予算の獲得が困難であった
が、緊急雇用創出特別基金を得て、平成 16 年度に
既刊 156 冊全てについて電子データ化を業務委託し
た。

この時に電子データ化したファイルは、県立図書
館が採用したdjvu形式である。これは、当時の高速
インターネット回線の普及状況と大きく関わる。平
成 14 年段階では高速インターネット回線の普及率
が30％程度であった。このため、当時、まだ主流で
あった低速回線でも書籍をはじめとした郷土資料コ
ンテンツを比較的ストレス無く閲覧可能にする必要
があり、ファイルサイズがPDFファイルの数分の1
程度と小さく、また閲覧ソフトが無料配布されてい
たことがdjvu形式を採用した要因である。

翌平成17年度には「おかやま全県統合型GIS」が
運用開始され、遺跡地図情報とともに、発掘調査報
告書も県立図書館データサーバーに格納されたデー
タにリンクを貼ることによって、このシステム上で
公開されることになった 4）。また、古代吉備文化財セ
ンターHP でも同様にリンクを貼り、独立したコン
テンツとして公開を開始した。なお、平成14年度以
降に印刷時に作成した PDF ファイルは、一旦 djvu
形式に変換してから県立図書館に登録した。
（4）全国遺跡資料リポジトリと全国遺跡報告総覧

他方、平成20年から島根大学を中心とする全国21
の大学が連携し、大学図書館による全国遺跡資料リ
ポジトリ・プロジェクトが動き出した。岡山県でも
岡山大学附属図書館が労を執り、県が刊行した発掘
調査報告書については、県立図書館に格納された報
告書データにリンクを貼るという変則的な形である
が、岡山県さらに県内市町村刊行の発掘調査報告書
が「全国遺跡資料リポジトリ」に登録されることと
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なった。このリポジトリ・プロジェクトは全国的に
大きな成果をあげたが時限事業であったため、事業
終了を受け、平成25年に奈良文化財研究所に「全国
遺跡報告総覧」へと移管・統合された。

同年、高速インターネット回線の普及によって、
県立図書館の公開データ形式が djvu ファイルから
より汎用性の高いPDFファイルへと変更された。な
お、岡山県発行の発掘調査報告書は、「全国遺跡資料
リポジトリ」から奈良文化財研究所の「全国遺跡報
告総覧」への移行であったため、当初「全国遺跡報
告総覧」での公開は、県立図書館の公開データにリ
ンクを貼ったものであった。

平成29年には、奈良文化財研究所が県立図書館の
報告書電子データを OCR 処理し、PDF ファイルで
再登録している。一方、県では平成25年度以降刊行
分からテキスト埋め込みの PDF ファイルで公開し
ているが、それ以前のものはOCR化されておらず、
検索などの点も含め「全国遺跡報告総覧」の方が利
用しやすいのが現状である。
（5）検討された課題

岡山県で、発掘調査報告書を電子データ化し、イ
ンターネット公開するにあたって、大きな検討課題
となった事項は5点ある。

第 1 に、印刷物の報告書と電子データの報告書の
位置づけであった。電子データ化することによっ
て、印刷物は不要ではないか、印刷部数は10部以下
でもよいのではないかという意見が文化財保護行政
内部からもあった。さらには、電子データ化した既
刊報告書については図書収蔵スペースの問題から廃
棄していいのではないかという意見も出された。こ
の問題については、文化庁報告 5）に詳細が触れられ
ているが、現時点で発掘調査報告書の適切な形態は
印刷物であると考えられる。

第 2 に、既刊報告書を電子データ化する経費の問
題があった。これについては当県では行政の積極的
な情報公開という当時の時流に乗り、緊急雇用創出
基金を充てることができた。

第 3 に、インターネット公開したものを第三者が

ダウンロードし、無断で印刷製本し、販売するので
はないかという危惧も出された。これについては、
刊行後一定期間、公開を遅らせ、また公開版につい
てはファイルサイズを小さくする必要性もあり、解
像度を下げ低精度にとどめ 6）、印刷物との差別化を
図った。

第 4 として、最も大きな課題は、著作権の問題で
あった。手探りで公開の検討を始めた平成15年当時
は現在ほど厳格なコンプライアンスを意識していな
かったものの、外部執筆者に連絡し、了解を得、承
諾に関する書類のやりとりを一部で行った。また、
諸々の事情から承諾が得られないものについては、
そのページについてはマスク処理を行い公開するこ
とを基本とし、何らかの形では既刊報告書全冊を公
開する方針とした。

第5に、当時でも一般になじみの少ないdjvu形式
ファイルでの公開も使いづらいとの反応が多かった
のも事実である。
（6）市町村の公開状況と課題

現在、奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」に
は岡山県内で刊行された 640 冊の発掘調査報告書等
がPDFで公開されている。その内訳は、県が246冊、
市町が 355 冊、岡山大学（埋蔵文化財調査研究セン
ター含む）が39冊である。この数値はこれまで県内
で刊行されたもののおおよそ 70 ％を超えているが、
岡山県では前述したように各自治体が独自に登録し
たのではなく、もともと大学図書館による「全国遺
跡資料リポジトリ」事業によって岡山大学附属図書
館が主導したことに起因するものである。実際に各
自治体が独自に登録したのは、平成30年時点では1
市のみであった。

この時点の照会によって県内各自治体担当者から
「全国遺跡報告総覧」登録への問題点として3点あげ
られた。まず、1 点目は、刊行物の無料公開につい
てである。市町村によっては、希望者により広く発
掘調査報告書を公開するために従前から有償頒布し
ている場合があり、そのため、インターネット上で
公開することに積極的な意義が見いだせないという
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ことであった。しかしながら、発掘調査報告書にお
いて紙媒体と電子媒体は、それぞれの特性、役割の
違いがあり、電子データの有効性を考えるべきであ
ろう。2 点目として、既刊報告書を電子データ化す
る経費、労力の問題が指摘された。幸いに岡山県で
は、先に触れたようにすでに既刊報告書の 70 ％以
上が遺跡報告総覧に登録されており、市町村刊行分
に限るとさらに比率は上がり、未登録報告書の数は
それほど多くはない。このため、それぞれの市町村
の負担は相対的にかなり低くなると考えられる。現
在、コピー機によって容易にスキャニングができる
ことからも、計画的に数年間で電子データ化するこ
とは不可能ではないと思われる。3点目に、新規刊行
も含め、遺跡報告総覧への登録作業にかかる労力の
危惧も指摘されていた。これについては、今後、登
録作業のさらなる簡易化を期待したい。

2．写真フィルムのデジタル化と課題

（1）経緯と現状
この数年、模索しながらようやく岡山県古代吉備

文化財センターでも発掘調査現場での記録写真撮影
はフルサイズデジタル一眼レフカメラへとほぼ全面
移行した。昭和42年の山陽新幹線建設に伴う発掘調
査を皮切りに県教育委員会における本格的な記録保
存調査が始まった。これ以降、近年のデジタル一眼
レフカメラ導入までの間に撮影された、膨大な調査
写真フィルムが現在古代吉備文化財センターに保管
されている。これらは、保管状態と経年変化により、
特にカラーポジフィルムについては退色・劣化が一
部で進み、長年の大きな課題となっていた。

この問題の解決策の一つとして、平成 5 年から
フォト CD の導入を行った。経費の問題から年間の
作成枚数を限定しながら進めていたが、成果の進展
を見る前に、フォト CD システムのサポートが打ち
切られることとなり、全面的に中止せざるを得なく
なった。

こうした中、「全県統合型GIS」上で遺跡情報と発
掘調査報告書を公開する事業計画に併せて、平成16

年に写真フィルムのデジタル化についても事業化
し、当初、2 か年の業者委託で進めた。この時の対
象は中判（6×7、6×9）、大判（4×5）のカラーポ
ジフィルムとし、古いものから 8,000 枚についてデ
ジタル化を行った。データ形式は TIFF 形式と簡易
閲覧用にJPEG形式、解像度は1,000dpiである。

この後、中判は解像度1,600dpi、大判は1,200dpiと
して、文化財センター内でカラーポジフィルムとカ
ラーネガフィルムについてスキャニングによるデジ
タル化を実施し、これまでに計約20,000枚以上を終
了させた。また、35mm カラーポジフィルムについ
ては、基本 JPEG 形式で解像度を 2,400dpi とし、約
270,000枚のデジタル化を行った。いずれのデータも
複数のハードディスクで保管し、そのバックアップ
媒体も当初のCD、DVDから現在BDへと更新して
いる。
（2）今後の課題

従前は、他機関、出版社等の外部印刷物へ掲載の
ためにはフィルムの複製を提供していたが、現在
は、デジタル化したデータを提供している。このた
め原本フィルムへのアクセス頻度は著しく低下さ
れ、この点においては紛失等のリスクは軽減され
た。しかしながら、逆に今後は経年劣化の定期的な
観察をいかに行うかが課題となる。

また、すでに退色・劣化したものもオリジナルと
してそのままデジタル化を行っているが、それを印
刷物などに使用する際の補正をオリジナルの真性と
してどう考えるか検討の余地が残される。

さらに、デジタル化済みの原本フィルム資料の保
管も将来の検討課題となるであろう 7）。

3．発掘調査報告書の活用

最後に、発掘調査報告書の活用について述べた
い。平成10年台前半、岡山県で発掘調査報告書を電
子データ化し、インターネット公開する意義を以下
のように考えた。
「発掘調査報告書とは、かけがえのない郷土の歴

史遺産の発掘調査の成果であり、研究者にとっては
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貴重な学術研究資料であり、また生涯学習教育の教
材になり、さらに大学を始め、学校教育教材でもあ
る。発掘調査報告書は、印刷物としての限定配付・
公開のみならず、行政として、広く情報を提供する
義務がある。いつでも

4 4 4 4

、どこでも
4 4 4 4

、だれでも
4 4 4 4

、必要
4 4

なとき
4 4 4

に、インターネットを通して、情報を入手で
きる環境を構築することが必要である。」

当時、都道府県をはじめとした各自治体が、それ
ぞれ単独での発掘調査報告書の公開方法を模索し、
公開することそのもの自体が発掘調査報告書の活用
であるとして意義を与えてきた。

冒頭に触れた文化庁報告では、「発掘調査報告書
は、埋蔵文化財行政において極めて重要な役割を
担っており、それは、単に個々の遺跡の評価に留ま
らず、埋蔵文化財の活用さらには埋蔵文化財を活か
した地域作り・ひとづくりの出発点とも位置づけら
れるものである。よって、その確実な刊行と効果
的な利活用が強く求められている。」と記されてい
る 8）。

かつては、行政による記録保存調査は、発掘調査
報告書の刊行によって完結する、とされた。ある意
味ではそれは正しいのかもしれないが、一方、それ
に留まらず、もっと広い可能性が発掘調査報告書に
潜在しているということに、今後もっと注目される
べきであろう。阪神・淡路大震災や東日本大震災、
熊本大地震をはじめとする自然災害からの復興、あ
るいは急速な過疎化の進行により空洞化する地域に
おいて、発掘調査報告書は「文化財を活かした地域
づくり、ひとづくり、人と人を結ぶ出発点」となり
得る可能性がある。

こうした脈絡上において、自治体の枠を超え、発
掘調査のビックデータ集積と横断包括した検索機能
を付加した「全国遺跡報告総覧」の公開システムに
よって、従来のそれぞれの自治体での単独公開では
不可能であった、発掘調査報告書のさらなる活用、
新しい利用像が生み出されるものと期待される。
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ない。
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７）	多くの自治体では、デジタルカメラの導入によって

デジタルデータしか存在しないものがあり、今後は

デジタルデータのみの記録資料が多数を占めること

になる。デジタルデータの安全な保存方法とともに、

コストをかけながら将来にわたってアナログの原本

フィルムを保管する行政内コンセンサスをどのよう

に確保するのかが課題である。これについて文化庁

2020.pp.7～8に触れられている。
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